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Ⅰ. ベトナム新労働法の下位規範の施行状況について 

 

1. はじめに 

 

 ベトナムでは、2013 年 5 月 1 日から新労働法(Labor Code 

(Law10-2012-QH13)。以下｢新労働法｣といいます。)が施行さ

れています。もっとも、新労働法の具体的な内容を定めるいく

つかの政令(Decree)及び規則(Circular)の制定・実施が遅れ

ており、ベトナム政府からはこれらの遅れている新労働法に

関する政令及び規則がいつ制定及び実施されるかが提示さ

れていない状況にありますが、2013 年 5 月に、新たに新労働

法に関する 4 つの政令(Decree 44/2013/ND-CP、Decree 

45/2013/ND-CP 、 Decree 46/2013/ND-CP 、 Decree 

49/2013/ND-CP)が公表されました(なお、これらの政令の施

行は、2013 年 7 月 1 日からになります。)。 

 新たに公表された政令では、労働時間及び休憩に関する事

項、労働災害の場合の使用者の義務、労働契約の有効性の

審査及び労働契約が無効とされた場合の取扱い、当局による

ストライキの中止命令に関する手続等が規定されており、ベト

ナムでの事業の遂行にあたり、留意すべき事項が含まれてい

ます。そこで、以下では、新たに公表された政令のうち、ベトナ

ムで事業を行う企業が、特に日常の業務において、留意すべ

き事項を簡単に紹介します。 

 

2. 労働契約の無効審査について 

 

 新労働法では、同法、就業規則又は労働協約に定められた

従業員の権利を制約又は制限する内容の労働契約は無効で

あり、裁判所及び当局(Labor Inspectorate)が、かかる労働契

約の無効を宣言できる旨が新たに規定されました(新労働法

第 50 条 及 び 第 51 条 ) 。 今 回 公 表 さ れ た Decree 

44/2013/ND-CP(以下｢政令 44 号｣といいます。)では、労働

契約を無効とする手続及び労働契約が無効となった場合の

対応方法について規定されています。政令 44 号では、当局

が、通常の検査又は不服若しくはクレームの解決の過程にお

いて、労働契約が新労働法、就業規則又は労働協約に違反

していることを発見した場合、使用者及び従業員に対して、当

該違反を是正する旨の勧告を行うことができ、当該使用者及

び従業員は、当該勧告を受けた日から 5 営業日以内に、労

働契約を変更する義務を負うと規定されています(政令 44 号

第 9 条)。 

 実務上、従業員が労働条件の違法性について争いやすく

なったと評価できますので、労働条件の設定にあたっては、こ

れまで以上に慎重に行う必要があるといえます。 

 

3． 労働時間及び休憩について 

 

 新労働法では、1 日の労働時間は 8 時間、1 週間で 48 時

間を超えてはならないと定められています(新労働法第 104

条第 1 項)。そして、使用者が従業員との合意に基づき残業を

行わせる場合1には、1 日の労働時間の 50％に相当する時間

を超えてはならず、かつ最長でも 1 日 12 時間を超えてはなら

ないと規定されています(新労働法第 106 条第 2 項)。新しく公

表されたDecree 45/2013/ND-CP(以下｢政令 45 号｣といいま

す。)では、旧労働法下の政令と同様に、連続して 8 時間就労

させる場合には、少なくとも 30 分(夜勤務の場合2には 45 分)

の休憩をさせなければならず、この休憩時間は労働時間に含

まれるものとしたことに加え、新たに、10 時間以上就労させる

場合には、追加で 30 分の休憩をさせなければならず、この追

加の休憩時間も労働時間に含まれるものとされています(政

令 45 号第 5 条第 2 項)。 

 また、政令 45 号では、上記の休憩時間に加え、生後 12 ヶ

月未満の乳幼児の育児をする女性従業員についてはさらに

60 分の休憩が認められ、かつ当該休憩時間が労働時間に含

まれることが明記された他、従業員の過失に基づかない労働

の中止時間及び使用者の指示又は同意による勉強・訓練時

間等が労働時間に含まれることが規定されています(政令 45

号第 3 条第 1 項乃至第 10 項)。実務上、従業員による不祥

事の調査のため、労働を中止させることもありますが、あくま

で当該従業員に過失があることが認められなければ、かかる

待機期間中も労働時間に含まれ、賃金等を支払う義務を負う

点に留意する必要があります。 

 

                                                   
1 ベトナムでは、使用者は一方的に従業員に対して残業を命じることができ

ず、残業を行うことについて従業員の同意がなければならないとされていま

す(新労働法第 106 条第 2 項(a))。 

2 夜勤務とは、午後 10 時から翌日午前 6 時までの時間帯の勤務をいいま

す。 
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Ⅱ. 近時注目集まるインド・インフラ投資の魅力と課題 

 

1. インフラ投資の魅力 

 

 広大な国土と 12 億の人口を抱え成長を続けるインドにおい

て、電気・ガス・水道・道路・港湾・空港といった基礎的なインフ

ラ整備の必要性は、ますます高まっています。2012 年 4 月か

らを対象期間とする第 12 次 5 ヵ年計画でも、インフラ投資とし

て約 55.7 兆ルピー(約 100 兆円)を投じる予定ですが、同国の

国家予算は需要に追いつかず、外資、民間の資金頼みという

状況のため、インドへのインフラ投資が日系企業の関心を集

めています。現に、本年 3 月には、株式会社国際協力銀行

(JBIC)がインドのインフラ事業を投資対象とするファンドに出

資すると公表しました。また 5 月末に訪日したシン首相と安倍

首相との会談では、インドのインフラ整備をめぐる協力が議論

され、日本の成長戦略として、日本からのインフラ輸出拡大の

取組みが進められると報道されています。 

 もっとも、インドにおけるインフラ投資には、現時点で数多く

のハードルが残されています。以下では、インフラ投資に関連

する規制と実務上の課題について概説します。 

 

2. 規制と実務上の課題 

 

 インドへの外国直接投資を規制する統合版 FDI ポリシー

(Consolidated FDI Policy)によれば、制度上は、インフラ投資

分野はすでにかなりの部分が外資に開放されています。原子

力発電については禁止、既存の空港開発計画への 74％超の

投資は政府の事前承認とされていますが、それ以外の電力、

水、道路、港湾、工業団地開発などの分野への外国直接投

資は、いわゆる自動承認ルートにより可能とされています。 

 もっとも、以下の問題から生じるプロジェクトの遅れは、外資

呼込みに消極的な影響を与えています。 

 第一に、インフラ整備に用いられる土地の確保が容易では

ありません。インドにおいて土地の権利関係の確認は一般的

に困難で、特に農村部ではその傾向が顕著です。政府が強

制収容した土地であっても、収容対価が適正でなかったとして

旧所有者との紛争になることもあります(この点を解消すべく

土地収用法改正案が継続的に議論されています。)。また、対

象となる土地が農地に指定されている場合、土地の用途変更

の手続を経ることが必要になる場合もありますが、その手続も

一筋縄にはいきません。特に耕作可能とされる土地 (Wet 

Land)の用途を変更することは通常困難です。 

 第二に、インドではインフラ開発に必要な許認可の取得に非

常に時間がかかります。関与する行政機関が連邦・州政府そ

れぞれに複数・重畳的に存在し、各機関の審査期間が定めら

れていない場合があります。また、環境に関する許認可

(Clearance)も、インフラ開発に遅れを生じさせています。この

点に関しては、今年 3 月、インド最高裁が、それぞれ異なる根

拠法令に基づく環境に関する許認可の取得前に森林に関す

る許認可の取得を義務づける行政上の通知は高速道路建設

を阻害するとして、両許認可は別々に取得可能であると判断

しました。インフラ開発を促進する司法の姿勢を示すものとし

て注目されます。 

 第三に、インドでは資金調達も自由ではありません。インフ

ラ開発事業では、通常、資金ニーズの大きさからローンとエク

イティの組み合わせによる資金調達が必要となりますが、

ローンに関してはインド中央銀行(RBI)の規制が適用され貸手

となる金融機関の健全性確保の観点等からの制約があり、他

方、エクイティ投資に関しても、外資規制や株式譲渡合意の

有効性に関する議論等を背景に出資者のエグジットが制約さ

れる場面もあるため、資金調達のオプションの自由度が低い

のが現実です。 

 第四に、インフラ投資に関する紛争解決メカニズムも不十分

です3。インドの裁判は長期間かかる一方で、仲裁と裁判(及び

準司法紛争解決機関)の間の棲み分けも明確ではなく、結果

的にインフラ関係の紛争解決においても予見可能性が確保さ

れているとはいいがたい状態にあります。 

 以上のほか、官民連携、いわゆる PPP(Public Private 

Partnership)によりインフラ開発が行われる場合でも、インドで

は一般に最低運営収入保証等の点において民間のリスクが

大きいといえます。 

 このように、インドにおけるインフラ投資は、日系企業にとっ

て必ずしも参入が容易な分野ではありません。とはいえ、冒

頭のとおり、インドによる日本の技術・資金への期待は近時非

常に高まっています。日系企業としても将来の大きな果実を

得るべく、障害を一つ一つクリアしていくことが必要です。 

 

                                                   
3 インドにおける紛争解決については、本ニューズレター2013 年 4 月号

(http://www.jurists.co.jp/ja/topics/newsletter_13853.html) もご参照くださ

い。 
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近年の日系企業のインド進出の加速を受け、当事務所では、インドへの出向経験を有する日本人弁護士を増員し、インド法

資格弁護士 2 名(東京事務所及びシンガポール事務所所属)を雇用し、対応体制を強化しております。 
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